
みんなが健康で明るい職場と家庭が願い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多可郡 ラベンダーパーク多可 

 

    兵庫県建築健康保険組合 

    ２０２６年６月１５日  № ２６９ 
 

 

 

 

健保組合の 2026年度予算の集計結果を公表 

全世代で支える制度の実現へ 

合意形成を 

 

健保連はこのほど、健保組合の２０２６年度予算

の集計結果を公表しました。それによると、収入か

ら支出を差し引いた経常収支差引額は２，８９０億

円の赤字となり、全国の１，３６４の健保組合のうち、約７割が赤字となる厳しい財政状況が明らかにな

りました。 

収支をみると、企業による賃金引き上げの影響から保険料収入は前年度比 3.8%増となりました。支出

は、２６年度診療報酬改定が物価・賃金の上昇を反映しプラス改定とされたことで医療費が膨らむことか

ら、保険給付費は同３．４%増、高齢者医療への拠出金も２．２%増を見込んでいます。 

健保組合は、被保険者と事業主から毎月納入される健康保険料を基に、医療にかかる保険給付と加入者

の健康維持・増進を図る保健事業を担うとともに、高齢者医療への支援も求められています。 

こうした観点から支出内訳をみると、保険給付が約５割、後期高齢者支援金と前期高齢者納付金が約４

割を占めており、保健事業には十分に予算を充てることができていません。今年度は、賃上げによる増収

が赤字幅を前年度に比べ８７３億円減少させましたが、依然として余力のない状況が続く見通しです。 

少子化により現役世代が急減していく一方、２０４０年にかけて高齢者人口がピークを迎えます。この

ような将来を見据えると、現役世代に偏った負担構造のままでは、給付と負担のアンバランスがさらに拡

大し、現役世代は保険料負担の増加に耐えられなくなるでしょう。 

国民皆保険制度を維持するためには、全世代の１人ひとりが年齢にかかわらず支え合う制度を実現しな

ければなりません。そのためには、保険者や事業主、国、医療提供者など全てのステークホルダーが医療

保険制度の危機感を共有し、全世代で支え合う制度の実現に向けた合意形成を目指すことが重要だと考え

ます。 

「すこやか健保 2026年 6月号」（健康保険組合連合会 2026年 6月 1日発行） 
無断転載を禁ずる 

 

掲示板

 

TEL   : 078-997-2311   FAX：078-997-2328 

E-Mail: hyougokenkentiku@mub.biglobe.ne.jp  

URL   : http://www.hyogo-kenchiku-kenpo.or.jp/ 

 

 

広報誌「掲示板」は毎月発行しています。過去の記事はホームページの掲示板サイトをご覧ください。 

http://www.hyogo-kenchiku-kenpo.or.jp/


● 令和８年度被保険者報酬月額算定基礎届等の提出について（お願い） 

 

令和８年６月１５日、事業主様に「算定基礎届等の提出について」のお願い文書及び算定基礎届一

式をお送りしました。 

ご多忙のところ、誠に恐縮ですが、内容をご確認の上、算定基礎届および報酬等支払状況確認票を

作成していただき、令和８年７月１０日（金）までに、日本年金機構分も一緒に当健康保険組合にご

提出いただきますようお願いいたします。 

 

 

● 受診券をお送りしています 

～ ご家族の健康を守るために、大切なご案内です ～ 

 

令和８年５月２５日（月）に、特定健康診査の受診対象となる被扶養者の自宅宛に、「特定健康診査

受診券等の送付について」（「特定健康診査受診券」「巡回型健診のご案内」「けんぽれんレディース健

診のご案内」）を送付しましました。ご自宅への到着が遅れておりご迷惑をおかけしました。 

 

受診対象者は、令和８年４月１日現在（令和８年４月１３日までに届出があった方）資格のある 

４０歳以上７５歳未満の方です。資格喪失などにより加入資格の無くなった方は特定健康診査を受け

ていただくことはできません。 

 

〇 受診券を使わずに健康診断や人間ドックを受けた場合は、健診結果をお送りください 

   パート先等で事業主健診を受けた場合や当健康保険組合の補助事業である人間ドックを受けた

場合は、特定健康診査を受診したものとみなされますので、「健診結果の写し」及び「質問票」*1を

当健康保険組合へご提供していただくよう、被保険者を通じて、被扶養者の方への周知についてご

高配を賜りますようお願いします。 

*1 質問票は日常の生活習慣に関する質問です。用紙はホームページからダウンロードできます。 

   なお、パート先で受けた健診結果をご提供いただいた方には、クオカードを進呈いたします。 

 

 ≪「けんぽれんレディース健診」のご案内書を同封しています≫ 

受診券に同封して、案内文書をお送りしました。 

乳がん、子宮がん検診が自己負担なしで受けていただける有利な内容ですので、ぜひご活用くださ

い。 

  なお、「受診券を利用した特定健康診査」（医療機関等、巡回型健診、けんぽれんレディース健診で

受診）と「人間ドック」の補助、「パート先での健診」は重複して受けられませんのでご注意ください。 

  また、被扶養者限定ですので、被保険者の方は受診いただけませんので悪しからずご了承ください。 

 

 

● 健康優良者褒章をお送りしました 

 

  令和７年１月から１２月までの間に医療機関にかからなかった被保険者を健康優良者として記念

品を贈呈します。 

  対象となる被保険者がおられる事業所に、令和８年６月１８日到着予定で記念品を発送しています。 

  また、令和８年６月１５日、納入告知書に同封して対象者のリストをお送りしていますので、お手

数をおかけしますが、該当する方にお渡しいただくようお願いします。 

   

 



● 入院時の食費負担額が変わります ～令和８年６月から～ 

 

食材料費や光熱費等の高騰の影響により、入院時の食費が改正されました。 

令和 8年 6月 1日から食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額について以下のとおり引き上

げられます。 

 

 

 

 

● 健康保険組合への電子申請（届出）がｅ－Ｇｏｖに移行します 

   ～ 令和８年１１月以降に実施予定 ～ 

  

  現行の健康保険組合への電子申請は「マイナポータル」に申請する方式で、日本年金機構（厚生年

金）の届出先であるｅ－Ｇｏｖと別々に申請する必要があり２度手間になっていました。 

  本年１１月以降に電子申請環境の整備が行われ、年金と健保の両方の届出をｅ－Ｇｏｖから提出す

ることが可能になる予定です。 

  現在、「マイナポータル」から申請いただいている事業所については、申請先を変更するだけで移行

できる予定と聞いていますが、詳細が判明しましたらあらためてご案内させていただきます。 

 

  なお、電子申請には次のようなメリットがありますので、電子申請の利用をご検討ください。 

【電子申請のメリット】 

① 手続きが簡単になる ～「何を出せばいいのか分からない」状態を防止 

・書類の手書き、押印・郵送が不要 

② 時間・場所に縛られない ～申請のための時間調整が不要 

・勤務時間外や都合のよい時間に申請可能 

・郵送日数を待つ必要がない 

③ 手続きが早くなる ～「申請したのに進まない」不安が減る 

・健保側での受付・確認が迅速で決定までの期間短縮 

④ 申請状況が分かりやすい ～安心して手続きを任せられる 

・受付済、処理中などの進捗が把握しやすい 

⑤ コスト削減になる ～ムダなコストも、ムダな手間も、まとめて削減 

・紙申請に伴う印刷・郵送・保管コスト等が縮減される 

  

令和7年4月（現行） 令和8年6月1日以降

510円 550円

300円 330円

1年間の入院日数が90日目まで 240円 270円

1年間の入院日数が91日目以降 190円 220円

110円 130円

市区町村民税

非課税世帯

食事療養費標準負担額

低所得者Ⅰ

1食あたりの負担額

一般

指定難病・小児慢性特定疾病の患者

低所得者Ⅱ

《 最終ページのご案内チラシをご確認ください。 》 



   健康保険法等の一部を改正する法律案が令和８年５月２９日に成立しました。 

   改正点の概略は以下のとおりです。なお、詳細については施行期日前にお知らせします。 

 ≪高額療養費制度の見直し≫ 令和８年８月１日施行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

≪ＯＴＣ類似薬の差額負担≫ １年以内に施行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 医療保険制度改正法が成立しました 

 



≪妊娠・出産の健康保険適用≫ ２年以内に施行 

 

≪後期高齢者医療制度における金融所得の公平な反映≫ ５年以内に施行 

 



● ホームページの新着情報 

  当健康保険組合のホームページの新着情報をご案内します。 

 

○ 「けんぽからのお知らせ」の掲載 

 

令和 6年 5月 18日 

ウォーキングイベントの開催について 

令和 6年 6月 01日 

郵送自己検診のご案内 

令和 6年 6月 1日 

「家庭常備薬の夏季有償斡旋」のご案内 

     

  〇 「掲示板」の掲載 

     

令和 8年 5月 15日 №268 

・ホームページリニューアル ・令和 8年度収支予算の概要 ・特定健診受診券 ・労働契

約内容による被扶養者認定の取り扱いについて ・ウォーキングイベント ・家庭用常備薬

斡旋 ・健診前チャレンジ ・オンライン禁煙外来プログラム 

 

● 行事予定 

〇 財政対策委員会・健康管理事業推進委員会  

令和 8年 7月１４日（火） 12時から 

兵庫建設会館 201、202号会議室 

両委員会委員の皆さまに出席いただきます。 

 

  〇 第 136回組合会（決算関係） 

令和 8年 7月２７日（月） 12時から 

兵庫建設会館 201～203号会議室 

組合会議員の皆さまに出席いただきます。 

 

 

● 事業状況 

 

令和８年５月分 令和７年５月分 前年同月比

（Ａ） （Ｂ） （Ａ）÷（Ｂ）

165 165 100.00%

    男 3,191 3,237 98.58%

    女 796 776 102.58%

　計 ① 3,987 4,013 99.35%

男 430,031 416,361 103.28%

女 275,829 268,966 102.55%

計 399,245 387,859 102.94%

241,191 116,400 207.21%

60,494 29,006 208.56%

2,853 2,997 95.20%

0.72 0.75 95.82%

区　　　　　分

事業所数（件）

被保険者数（人）

平均標準報酬月額（円）

標準賞与額総計（累計・千円）

被保険者１人当たり標準賞与額（累計・円）

被扶養者数（人）　　　　　　　　　　②

扶養率（人）　　　　　　　　　　②÷①



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１５２回 （2026年 6 月 15 日） 

 

    天 然 痘 

          ～ 人類が初めて根絶したウイルス ～ 

 

   
健康 
コラム 

出典：メスプ細胞検査研究所 HP「メスプニュース」から許可を得て編集して作成しています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


